
改正育児介護休業法の
適用
６月３０日から、「短時

間勤務制度の義務化」「所

定外労働免除制度の義務化」

「介護休業の制度化」が適

用されます。

なお、中小事業主は、平

成２４年６月３０日まで、

適用が猶予されます。

猶予される中小事業主は

「常時１００人以下の労働

者を雇用する事業主」とさ

れています。（常時雇用し

ているパートタイマーや期

間職員も含みます）

それぞれの具体的な内容

は次のとおりです。

①短時間勤務制度の義務化

３歳までの子を養育する従

業員の短時間勤務制度（1

日原則６時間）の義務化

②所定外労働免除制度の義

務化

３歳までの子を養育する従

業員から請求があったとき

の残業の免除の義務化

③介護休業の制度化

介護休暇の新設（要介護状

態の対象家族が1人であれ

ば年5日、2人以上であれ

ば年10日）

その他、④看護休暇の拡充

（小学校就学前の子が1人

であれば年5日、2人以上で

あれば年10日）、⑤父親の

育児休業の取得促進（パパ・

ママ育休プラス制度の創設）

など）が適用されました。

夏ボーナス、３割下がっ
たら転職を検討（イン
テリジェンス）

株式会社インテリジェン

スが６月１日に発表した

「ビジネスパーソン5,000

人のボーナス予想2010」に

よると、今夏ボーナスの平

均予想支給額は、33万円と

前年比1.2万円減でした。

また、転職の意向につい

て尋ねたところボーナスの

「支給額によっては検討す

る」が19.2％にのぼりまし

た。どのくらいの減額で転

職を考えるかの「転職検討

ライン」は、平均で昨年よ

りも29.2％（９万6,000円

相当）減額で検討するとい

う結果が出ています。

０９年の「家計収支」
公表（総務省）

総務省統計局が６月１８

日にまとめた「2009年家計

調査年報（家計収支編）」

によると、勤労者世帯の世

帯当たり実収入は、月平均

46万4,649円で、前年比3.1

％減でした。

内訳をみますと、世帯主

収入の臨時収入・賞与のう

ち、夏季（６～８月平均）

は実質で8.0％の減少、年

末（12月）は実質で9.5％

の減少となっています。

一方、世帯主の配偶者の

収入は３年連続の実質増加

となっています。

人材紹介会社の情報不
十分と感じる採用側
７割超（ＢＮＧパート
ナーズ）
株式会社ＢＮＧパートナー

ズが６月１０日に発表した

中途転職に関する調査結果

によると、上場企業の経営

者・採用担当者の７５．３

％超が「人材紹介会社の情

報が不十分と感じたことが

ある」と回答しました。

具体的には「企業との親

和性、パーソナリティが直

接会わないとわからない」

が最も多く、以下、「情報

が浅い、少ない、人材紹介

会社目線に偏っている」

「能力を事実より過大評価

して推薦される」と続きま

す。

精神疾患による労災申
請 過去最多１，１３
６人（厚労省）
厚労省が１４日にとりま

とめたところによれば、仕

事上のストレスが原因でう

つ病などの精神疾患を発症

し、2009年度に労災申請を

請求した人の数は前年度に

比べて209人増加し、1,136

人で過去最高となりました。

このうち、労災認定され

た人は前年度に比べて35人

少ない234人でした。

職場ストレス実態調査
（リクルートワークス
研究所）
リクルートワークス研究

所が６月１日に発表した

「職場ストレス実態調査」

によると、職場ストレスの

発生原因として①キャリア

形成・人材育成に関するも

のの発生割合が高いことが

わかりました（「社内での

キャリアの将来が見えづら

い」「人事や人材育成の仕

組みが機能していない」な

ど）。その他、②経営方針

や社内の意思決定の伝達・

コミュニケーション③個人

の業務や成果への負担増、

④評価・処遇そのものなど

が挙げられています。
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【７月の主な人事労務情報】

（１）労災保険・雇用保険の「年度更新」

昨年度の保険料を確定精算し、本年度の概算保険料を

申告納付します。期限は７月１２日です。

（２）社会保険算定基礎届の作成準備

４月から６月の報酬月額をもとに、９月以降１年間の

社会保険料を決定します。提出期限は７月１２日です。

近況報告
６～７月は労働保険の年度更新時期と社会保険の算

定手続きが重なり、３～４月と並ぶ社会保険労務士業

の繁忙期といえます。今年は更にサッカーＷ杯が重な

り、睡眠時間のマネジメント能力が問われました。パ

ラグアイ戦、ＰＫ決着は無念でした。それでもサッカー

は続く。人生も続いていきます。肩の力が抜

けましたが、来年はコパ・アメリカが控えて

います。睡眠はどうにかなりそうですが、パ

ラグアイ戦の緊張感が毎試合と思うと期待と

不安が…。ＰＫ戦はもう沢山です。（塩澤）


